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タイトル 

省エネ家電買い替え促進事業 

省エネ家電購入にかかる費用の補助期間が変更になります 

～まもなく終了！9 月 30 日までの購入が対象～ 
本件のポイント 

・省エネ家電買い替え促進事業が予算枠いっぱいとなる見込みです。 

・購入期間を 12 月 31 日(火)から 9 月 30 日(月)に変更して受付けます。 

・対象の省エネ家電を買い替え、申請がお済みでない方はお急ぎください。 

説明文 

 電気料金高騰による市民生活への影響を軽減し、地球温暖化の原因となる温

室効果ガスの排出量削減を図るため、令和 6 年 6 月から開始した省エネ家電買

い替え促進事業補助金について、現在の申請状況等を報告するとともに、今後の

対応についてお知らせします。 

 

1 状況（8 月 31日現在） 当初予算：10,000,000 円   

家電種類 交付件数 補助金額 

エアコン 187 3,722,000  

冷蔵庫 199 3,848,000  

テレビ 19 276,000  

合計 405 7,846,000  

 

2 今後の対応について 

 予算枠の上限に到達した時点で受付を終了する予定でしたが、予算枠を超えた

場合であっても、以下の購入期限および申請期限に限り受け付けます。なお、期

限を過ぎた場合は受付できませんのでご注意ください。 

(1) 購入期限 令和 6年 9月 30日(月)まで 

(2) 申請期限 令和 6年 10月 31日(木)まで(必着） 

 

3 ホームページ  https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/22/67534.html 

 

 
本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

      


